
目

次

規

則

○
青
森
県
消
防
学
校
教
育
訓
練
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqq（
消
防
保
安
課
）
…
一

○
青
森
県
主
要
農
作
物
種
子
法
施
行
細
則
を
廃
止
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqq（
農
産
園
芸
課
）
…
一

訓

令

○
青
森
県
農
村
地
域
工
業
等
導
入
促
進
対
策
連
絡
会
議
設
置
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
訓
令
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
産
業
立
地

推

進

課
）
…
二

告

示

○
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
に
よ
る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
研
修
及
び
業
務
従

事
者
講
習
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
保
健
衛
生
課
）
…
二

○
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃

止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
三

○
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
よ
る
医
師
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
児
童
福
祉
法
に
よ
る
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
道
路
の
供
用
の
開
始
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
道

路

課
）
…
五

○
都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
都
市
計
画
課
）
…
五

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
六

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
の
指
定
qqqqqq（
建
築
住
宅
課
）
…
六

規

則

青
森
県
消
防
学
校
教
育
訓
練
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
七
号

青
森
県
消
防
学
校
教
育
訓
練
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
消
防
学
校
教
育
訓
練
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
五
月
青
森
県
規
則
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
の
見
出
し
を
「
（
入
寮
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
十
八
条
を
第
十
九
条
と
し
、
第
十
七
条
を
第
十
八
条
と
し
、
第
十
六
条
を
第
十
七
条
と
し
、
第

十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
実
費
の
納
付
）

第
十
六
条

学
生
は
、
教
材
費
、
食
費
及
び
雑
費
に
つ
い
て
、
実
費
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
主
要
農
作
物
種
子
法
施
行
細
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
八
号

青
森
県
主
要
農
作
物
種
子
法
施
行
細
則
を
廃
止
す
る
規
則

青
森
県
主
要
農
作
物
種
子
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
七
年
八
月
青
森
県
規
則
第
八
十
七
号
）
は
、

廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令
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青
森
県
訓
令
甲
第
二
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
農
村
地
域
工
業
等
導
入
促
進
対
策
連
絡
会
議
設
置
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
農
村
地
域
工
業
等
導
入
促
進
対
策
連
絡
会
議
設
置
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
農
村
地
域
工
業
等
導
入
促
進
対
策
連
絡
会
議
設
置
規
程
（
昭
和
四
十
六
年
十
二
月
青
森
県

訓
令
甲
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青
森
県
農
村
地
域
産
業
導
入
促
進
対
策
連
絡
会
議
設
置
規
程

第
一
条
中
「
工
業
等
の
」
を
「
産
業
の
」
に
、
「
青
森
県
農
村
地
域
工
業
等
導
入
促
進
対
策
連
絡

会
議
」
を
「
青
森
県
農
村
地
域
産
業
導
入
促
進
対
策
連
絡
会
議
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
「
農
村
地
域
工
業
等
導
入
促
進
法
」
を
「
農
村
地
域
へ
の
産
業
の
導
入
の
促
進
等
に
関

す
る
法
律
」
に
、
「
に
規
定
す
る
農
村
地
域
工
業
等
導
入
基
本
計
画
及
び
農
村
地
域
工
業
等
導
入
実

施
計
画
」
を
「
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
計
画
」
に
、
「
工
業
等
の
」
を
「
産
業
の
」
に
改

め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
、
お
よ
び
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
財
政
課
長
、
税
務

課
長
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
三
十
六
号

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
七
号
）
第
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
研
修
（
以
下
「
研
修
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
第
八
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
業

務
従
事
者
に
対
す
る
講
習
（
以
下
「
講
習
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
告
示
す

る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

主
催
者
の
住
所
及
び
名
称

東
京
都
港
区
新
橋
六
丁
目
八
の
二

公
益
財
団
法
人
全
国
生
活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン
タ
ー

二

研
修
及
び
講
習
の
名
称

１

研
修

㈠

平
成
三
十
年
度
青
森
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
研
修
（
第
一
型
）

㈡

平
成
三
十
年
度
青
森
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
研
修
（
第
二
型
（
通
信
制
）
）

２

講
習

㈠

平
成
三
十
年
度
青
森
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
業
務
従
事
者
講
習
（
第
一
型
）

㈡

平
成
三
十
年
度
青
森
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
業
務
従
事
者
講
習
（
第
二
型
（
通
信
制
）
）

三

開
催
日
時
及
び
場
所
（
第
一
型
）

１

研
修

日

時

場

所

平
成
三
十
年
七
月
一
日
（
日
）

午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

（
う
ち
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七

号
）
に
基
づ
く
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
管
理

責
任
者
の
資
格
を
得
る
た
め
の
講
習
（
以
下

「
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
管
理
責
任
者
資
格

取
得
講
習
」
と
い
う
。
）
の
科
目
は
、
午
前

十
時
か
ら
正
午
ま
で
）

八
戸
市
根
城
八
丁
目
八
の
一
五
五

八
戸
市
総
合
福
祉
会
館

平
成
三
十
年
七
月
八
日
（
日
）

む
つ
市
本
町
二
丁
目
七
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午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

（
う
ち
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
管
理
責
任
者

資
格
取
得
講
習
の
科
目
は
、
午
前
十
時
か
ら

正
午
ま
で
）

は
ね
や
ホ
テ
ル

平
成
三
十
年
七
月
二
十
二
日
（
日
）

午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

（
う
ち
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
管
理
責
任
者

資
格
取
得
講
習
の
科
目
は
、
午
前
十
時
か
ら

正
午
ま
で
）

上
北
郡
東
北
町
字
乙
供
五
八

青
森
原
燃
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
セ
ン
タ
ー

平
成
三
十
年
七
月
二
十
九
日
（
日
）

午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

（
う
ち
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
管
理
責
任
者

資
格
取
得
講
習
の
科
目
は
、
午
前
十
時
か
ら

正
午
ま
で
）

青
森
市
中
央
三
丁
目
一
七
の
一

ア
ピ
オ
あ
お
も
り

２

講
習

日

時

場

所

平
成
三
十
年
七
月
一
日
（
日
）

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

八
戸
市
根
城
八
丁
目
八
の
一
五
五

八
戸
市
総
合
福
祉
会
館

平
成
三
十
年
七
月
八
日
（
日
）

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

む
つ
市
本
町
二
丁
目
七

は
ね
や
ホ
テ
ル

平
成
三
十
年
七
月
二
十
二
日
（
日
）

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

上
北
郡
東
北
町
字
乙
供
五
八

青
森
原
燃
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
セ
ン
タ
ー

平
成
三
十
年
七
月
二
十
九
日
（
日
）

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

青
森
市
中
央
三
丁
目
一
七
の
一

ア
ピ
オ
あ
お
も
り

四

受
講
対
象
者

１

研
修

㈠

県
内
に
所
在
す
る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
の
業
務
に
従
事
す
る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
（
第
一
型
）

㈡

県
内
に
所
在
す
る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
の
業
務
に
従
事
す
る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
う
ち
第
一

型
研
修
を
都
合
に
よ
り
受
講
で
き
な
い
者
（
第
二
型
（
通
信
制
）
）

２

講
習

㈠

県
内
に
所
在
す
る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
の
業
務
に
従
事
す
る
者
（
第
一
型
）

㈡

県
内
に
所
在
す
る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
の
業
務
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
第
一
型
研
修
を
都
合

に
よ
り
受
講
で
き
な
い
者
（
第
二
型
（
通
信
制
）
）

五

受
講
申
込
書
の
提
出
先

青
森
市
堤
町
二
丁
目
一
六
の
一
一

公
益
財
団
法
人
青
森
県
生
活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン
タ
ー

六

受
講
料

１

研
修
受
講
料

㈠

五
千
円
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
管
理
責
任
者
資
格
取
得
講
習
を
含
ま
な
い
場
合
）

㈡

八
千
円
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
管
理
責
任
者
資
格
取
得
講
習
を
含
む
場
合
）

㈢

三
千
円
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
管
理
責
任
者
資
格
取
得
講
習
の
み
の
場
合
）

２

講
習
受
講
料

四
千
五
百
円

青
森
県
告
示
第
二
百
三
十
七
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

廃

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

特
定
非
営
利

活
動
法
人

あ
ー
る
ど

五
所
川
原
市
金
木

町
朝
日
町
八
五
の

四

居
宅
介
護
び
ー
た
ヘ
ル

パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

五
所
川
原
市
若
葉

三
丁
目
四
の
三

平
成
三〇･
三･三一



青
森
県
告
示
第
二
百
三
十
八
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
医
師
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
二
年

三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
六
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
三
十
九
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五

の
二
十
四
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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特
定
非
営
利

活
動
法
人

あ
ー
る
ど

五
所
川
原
市
金
木

町
朝
日
町
八
五
の

四

行
動
援
護
び
ー
た
ヘ
ル

パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

五
所
川
原
市
若
葉

三
丁
目
四
の
三

〃

特
定
非
営
利

活
動
法
人

あ
ー
る
ど

五
所
川
原
市
金
木

町
朝
日
町
八
五
の

四

就
労
継
続

支
援
Ｂ
型
は
た
ら
び
ー

た

五
所
川
原
市
若
葉

三
丁
目
四
の
一
〇
〃

特
定
非
営
利

活
動
法
人

あ
ー
る
ど

五
所
川
原
市
金
木

町
朝
日
町
八
五
の

四

共
同
生
活

援
助

グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
び
ー

た

五
所
川
原
市
若
葉

三
丁
目
四
の
三

〃

特
定
非
営
利

活
動
法
人

あ
ー
る
ど

五
所
川
原
市
金
木

町
朝
日
町
八
五
の

四

生
活
介
護
え
い
ぷ
り
る
五
所
川
原
市
金
木

町
朝
日
町
八
五
の

四

〃

特
定
非
営
利

活
動
法
人
夢

の
里

青
森
市
浪
打
一
丁

目
一
二
の
九

就
労
移
行

支
援

障
害
者
就
労

移
行
支
援
事

業
所
「
勇

気
」
下
北

む
つ
市
小
川
町
二

丁
目
三
の
三
三

〃

社
会
福
祉
法

人
拓
心
会

五
所
川
原
市
水
野

尾
字
懸
樋
二
二
二

の
三

居
宅
介
護
訪
問
介
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

つ
ば
さ

五
所
川
原
市
松
島

町
六
丁
目
四
九

〃

社
会
福
祉
法

人
拓
心
会

五
所
川
原
市
水
野

尾
字
懸
樋
二
二
二

の
三

重
度
訪
問

介
護

訪
問
介
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

つ
ば
さ

五
所
川
原
市
松
島

町
六
丁
目
四
九

〃

社
会
福
祉
法

人
拓
心
会

五
所
川
原
市
水
野

尾
字
懸
樋
二
二
二

の
三

行
動
援
護
訪
問
介
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

つ
ば
さ

五
所
川
原
市
松
島

町
六
丁
目
四
九

〃

株
式
会
社
エ

コ
ー

十
和
田
市
東
一
番

町
六
の
五
一

居
宅
介
護

Ｊ
Ａ
十
和
田

お
い
ら
せ

ホ
ー
ム
ヘ
ル

プ
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
「
き

ず
な
」

十
和
田
市
大
字
三

本
木
字
一
本
木
沢

一
九
の
一
サ
ー
ビ

ス
付
高
齢
者
住
宅

リ
ゾ
ー
ト
「
き
ず

な
」
内

〃

株
式
会
社
エ

コ
ー

十
和
田
市
東
一
番

町
六
の
五
一

重
度
訪
問

介
護

Ｊ
Ａ
十
和
田

お
い
ら
せ

ホ
ー
ム
ヘ
ル

プ
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
「
き

ず
な
」

十
和
田
市
大
字
三

本
木
字
一
本
木
沢

一
九
の
一
サ
ー
ビ

ス
付
高
齢
者
住
宅

リ
ゾ
ー
ト
「
き
ず

な
」
内

〃

上
北
地
方
教

育
・
福
祉
事

務
組
合

上
北
郡
七
戸
町
字

蛇
坂
五
五
の
八

生
活
介
護
公
立
か
ら
ま

つ
寮

上
北
郡
七
戸
町
字

作
田
道
五
二
の
二
〃

上
北
地
方
教

育
・
福
祉
事

務
組
合

上
北
郡
七
戸
町
字

蛇
坂
五
五
の
八

短
期
入
所
公
立
か
ら
ま

つ
寮

上
北
郡
七
戸
町
字

作
田
道
五
二
の
二
〃

上
北
地
方
教

育
・
福
祉
事

務
組
合

上
北
郡
七
戸
町
字

蛇
坂
五
五
の
八

施
設
入
所

支
援

公
立
か
ら
ま

つ
寮

上
北
郡
七
戸
町
字

作
田
道
五
二
の
二
〃

氏

名
勤

務

す

る

病

院

等

診

療

科

名

指

定

年
月
日

名

称

所

在

地

玉
井

佳
子

弘
前
大
学
医
学

部
附
属
病
院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

血
液
内
科
（
ヒ
ト
免
疫

不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る

免
疫
機
能
障
害
）

平
成
三〇･
四･
一

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者

障
害
児
通

所
支
援
の

種
類

障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
行

う
事
業
所

指

定

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地



青
森
県
告
示
第
二
百
四
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
四
月
二
十
五
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備

部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
四
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
黒
石
都
市

計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
平
成
三
十
年
三
月
十
五
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

施
行
者
の
名
称

黒
石
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

黒
石
都
市
計
画
下
水
道
事
業

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
五
十
五
年
八
月
二
日
か
ら
平
成
三
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可
（
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
八
日
青
森
県
告
示
第
二
百
四

十
七
号
）
の
事
業
地
に
変
更
な
し
。

２

使
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可
（
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
八
日
青
森
県
告
示
第
二
百
四

十
七
号
）
の
事
業
地
の
う
ち
、
大
字
北
田
中
字
田
中
、
字
村
ヨ
リ
西
及
び
字
堀
合
、
大
字
黒
石

字
十
三
森
、
大
字
袋
井
町
字
川
原
田
、
大
字
境
松
字
坂
本
及
び
字
川
原
田
、
大
字
東
野
添
字
長

坂
道
北
及
び
字
竹
田
、
大
字
中
川
字
富
田
及
び
字
花
岡
、
大
字
浅
瀬
石
字
稲
田
、
字
松
田
、
字

扇
田
、
字
龍
ノ
口
及
び
字
山
辺
、
大
字
高
賀
野
字
高
田
並
び
に
大
字
牡
丹
平
字
出
石
田
北
、
字

出
石
田
及
び
字
出
石
田
派
を
削
り
、
同
事
業
地
の
う
ち
、
大
字
下
目
内
沢
字
小
屋
敷
添
、
富

田
、
田
中
、
大
字
北
田
中
字
村
後
北
、
末
広
、
大
字
黒
石
字
建
石
及
び
字
砂
森
、
西
ケ
丘
、
松

原
、
あ
け
ぼ
の
町
、
竹
田
町
、
青
山
、
八
甲
、
境
松
一
丁
目
、
黒
石
、
袋
井
三
丁
目
、
袋
井
二

丁
目
、
大
字
後
大
工
町
、
角
田
、
大
字
牡
丹
平
字
福
民
西
、
字
福
民
北
及
び
字
福
民
出
石
田

間
、
柵
ノ
木
一
丁
目
、
柵
ノ
木
二
丁
目
、
長
崎
二
丁
目
、
追
子
野
木
三
丁
目
、
追
子
野
木
二
丁

目
、
大
字
追
子
野
木
字
長
谷
川
、
大
字
中
川
字
篠
村
並
び
に
大
字
浅
瀬
石
字
村
元
、
字
村
上
、

字
桜
田
及
び
字
清
川
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。

青
森
県
告
示
第
二
百
四
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
弘
前
広
域

都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
平
成
三
十
年
三
月
十
五
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

施
行
者
の
名
称
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株
式
会
社
ワ

イ

エ

ス

テ
ィ
・
イ
ノ

ベ
ー
ト

青
森
市
佃
二
丁
目

四
の
三
一

児
童
発
達

支
援

放
課
後
等
デ

イ
サ
ー
ビ
ス

き
ら
ら
佃

青
森
市
佃
二
丁
目

四
の
二
九

二
階
平
成
三〇･
四･
一

株
式
会
社
ワ

イ

エ

ス

テ
ィ
・
イ
ノ

ベ
ー
ト

青
森
市
佃
二
丁
目

四
の
三
一

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

放
課
後
等
デ

イ
サ
ー
ビ
ス

き
ら
ら
佃

青
森
市
佃
二
丁
目

四
の
二
九

二
階
〃

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

県
道
戸
来
十
和
田

線

十
和
田
市
大
字
滝
沢
字
道
ノ
上
五
の
一
か
ら

十
和
田
市
大
字
滝
沢
字
下
モ
平
八
九
の
一
ま
で

平
成
三〇･
三･二六



藤
崎
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

弘
前
広
域
都
市
計
画
下
水
道
事
業

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
平
成
三
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

な
し

２

使
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
の
認
可
（
平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
三
日
青
森
県
告
示
第
百
八
十
七
号
）
の

事
業
地
に
変
更
な
し
。

青
森
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
板
柳
都
市

計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
平
成
三
十
年
三
月
十
六
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

施
行
者
の
名
称

板
柳
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

板
柳
都
市
計
画
下
水
道
事
業

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

な
し

２

使
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可
（
平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
六
日
青
森
県
告
示
第
八
百
六

十
九
号
）
の
事
業
地
に
、
大
字
小
幡
字
宮
本
、
大
字
掛
落
林
字
宮
本
、
字
前
田
及
び
字
鶴
ケ

池
、
大
字
石
野
字
大
柳
、
字
宮
本
及
び
字
田
毎
並
び
に
大
字
赤
田
字
品
吉
を
加
え
、
同
事
業
地

の
う
ち
、
大
字
灰
沼
字
玉
川
、
大
字
赤
田
字
松
下
及
び
字
桂
、
大
字
三
千
石
字
五
十
嵐
、
字
宮

内
及
び
字
二
潟
並
び
に
大
字
深
味
字
西
西
田
及
び
字
東
西
田
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す

る
。

青
森
県
告
示
第
二
百
四
十
四
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
五

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

名

称

住

所

業
務
区
域

指

定

年
月
日

株
式
会
社
建
築
住

宅
セ
ン
タ
ー

青
森
市
本
町
四
丁
目
五
の
五

青
森
県
全
域

平
成
三〇･
三･
八


